
所定疾患施設療養費Ⅱ(239単位/日）

2024年度 件数 日数 単位 病名

４月 9 53 0 尿路感染、蜂窩織炎
５月 7 44 0 尿路感染、蜂窩織炎
６月 9 53 0 尿路感染
７月 21 104 0 尿路感染
８月 8 44 0 尿路感染
９月 6 28 0 尿路感染、蜂窩織炎
１０月 12 91 0 尿路感染、蜂窩織炎
１１月 10 64 0 尿路感染
１２月 7 42 0 尿路感染
１月 6 29 0 尿路感染、蜂窩織炎
２月 11 52 0 尿路感染
３月 15 74 0 尿路感染

厚生労働省大臣が定める基準に基づき、以下の通り前年度所定疾患施設療養費の算定状
況を公表いたします。 対象となる入所者は次の通りです。※（Ⅰ）（Ⅱ）共通
・上記で治療が必要となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行わ
れた場合に（Ⅰ）を算定するときは、１回に連続する７日を限度とし月１回に限り算定する。

・（Ⅱ）を算定するときは、１回に連続する10日を限度とし月１回に限り算定する。


